


⚫ 固定資産税は、市町村税の40％以上を占める、福祉や救急、ごみ収

集をはじめとする市が行う事業全般に使われるものです。

⚫ 都市計画税は、道路や公園、そのほかインフラ施設の整備に関する

「都市計画事業」や「土地区画整備事業」に要する費用に充てられ

ます。（市街化区域内に所在する土地、家屋が対象）

⚫ それぞれ、毎年１月１日（賦課期日）時点の土地、家屋、償却資産

（固定資産税のみ）の所有者に納めていただく税金です。
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はじめに（固定資産税・都市計画税とは）



固定資産税は、次のような流れで税額が決定され、納税者へ通知

されます。
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税額決定までの流れ

１ 固定資産を評価して、その価格（評価額）を決定します。

類似する家屋により比準して評価する場合もあります。

２ 課税標準額×税率により税額を算出します。原則、課税標準額＝評価額です。

【税率】固定資産税：１．４％ 、都市計画税：０．２５％

３ 税額等を記載した納税通知書を送付します。

送付時期は例年５月中旬。住所以外への送付を希望の場合は要届出。



⚫ 評価のしくみは後述しますが、価格の決定については調査結果に基づいて事務所にて評価計

算を行います。（正確な評価額決定は年度末３月３１日です）

⚫ 平均的な家屋の１㎡あたり評価額は以下のとおりです。（調査結果により増減します）

木造家屋：110,000円/㎡ 、非木造（鉄骨、鉄筋コン等）：120,000円/㎡

⚫ 概算値としてイメージいただくために、延床100㎡の木造家屋をモデルに計算します。

110,000円/㎡ × 100㎡ ＝ 11,000,000円 ・・・ 評価額＝課税標準額

11,000,000円 × 1.4% ＝ 154,000円 ・・・ 固定資産税額

（うち新築軽減154,000円×1/2    =  77,000円 ・・・ 新築軽減額（120㎡上限）

11,000,000円 × 0.25% ＝ 27,500円 ・・・ 都市計画税額

154,000円 －77,000円+27,500円 =  104,500円 ・・・ 家屋の年税額（軽減後）
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価格（評価額）の決定について



⚫ 家屋の評価は、総務大臣の定めた「固定資産評価基準(家

屋)」に基づいて再建築価格を基準として行っています。

⚫ 固定資産評価基準(家屋)は、家屋の構造・用途ごとに基準を

定めており、また各部分の建築資材にそれぞれの標準評点

数を定めています。
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家屋評価のしくみ（全国統一の基準）



⚫ 図のように評価基準に定められた評点数を積み上げることで再建築価格を算出します。

⚫ 再建築価格とは、評価の時点において、評価の対象となった家屋と同一のものをその

場所に新築するとした場合に必要とされる建築費のことです。
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家屋評価のしくみ（全国統一の基準）

フローリングは
１㎡あたり4,310点
無垢材なら7,200点
施工面積を掛けて積み上
げます (R6基準)



⚫ ３年に一度価格（評価額）の見直しがあります。

全国同じタイミング（令和においては３の倍数年）に行います。（全国約６千万棟）

⚫ 見直しのタイミングでは、家屋の経年劣化を加味する「経年減点補正率」と、前年度

の再建築費評点に直近の物価水準に改める「再建築費評点補正率」をかけることで新

たな評価額を算出します。（現在の税制上、上がることはありません。）
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家屋評価のしくみ（経年による価格変動）

経年による減価率以上の
物価（再建築費評点補正
率）上昇となれば、評価
額は下がりません。
（据え置き）



⚫ 来年度＿５月中ごろ

納税通知書＆納付書の送付

納付書では、金融機関やコンビニのほかPayPay等の

バーコード決済でお支払いできます。

口座振替をご希望の場合は、お取引の金融機関にて届出ください。

⚫ 来年度＿４月１日から

納税通知前に税額を知りたい、証明書や資料として

必要な場合、窓口や郵送にて交付申請できます。

所有者本人や同居の親族以外の方は、

所有者からの委任状が必要です。
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評価後の流れ（納税通知と台帳閲覧）



⚫ 制度の概要

以下の要件を満たす新築住宅は新築後一定期間、固定資産税が２分の１に減額さ

れます。

居住面積：５０㎡～２８０㎡（賃貸住宅は１戸あたり４０㎡～２８０㎡）

用途 ：居住の用に供する面積割合が５０％を超えるもの

⚫ 減額の範囲

居住の用に供している部分のみ（適用上限１２０㎡/戸）

※都市計画税には適用されません。

⚫ 減額の期間

①一般住宅（②以外の住宅） ・・・新築後３年度分

②３階建以上の中高層耐火住宅・・・新築後５年度分

⚫ 認定長期優良住宅にかかる減額の延長適用

認定通知書（写）の提示とともに申告することで

２年度分延長して減額適用が受けられます。

申告書の紙提出もしくは市公式LINEで申告できます。
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新築住宅に対する軽減措置について
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ご不明点があったら

⚫ 固定資産課税台帳に登録された価格について不服がある納税者

は、固定資産評価審査委員会に審査を申し出ることができます。

申し出期間には法律上定めがあります。

（課税年度初め４月１日～納税通知到達日後３か月まで）

⚫ 固定資産税に関して、わからないことがありましたら、

まずは税務課資産税係までお気軽にお問い合わせください。

（電話番号：０７５－９５５－９５０８）


